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令和７年度答申第１０号 

令和７年６月１２日  

 

諮問番号 令和７年度諮問第１０号（令和７年５月２１日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 社会復帰促進等事業としての労災就学援護費不支給決定に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当で

ある。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

１ 本件審査請求の骨子 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、労働者災害補償

保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）２９条１項

２号に基づく社会復帰促進等事業としての労災就学援護費の支給を求める申請

（以下「本件申請」という。）をしたのに対し、Ａ労働基準監督署長（以下

「処分庁」という。）がこれを不支給とする決定（以下「本件不支給決定」と

いう。）をしたところ、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案で

ある。 

２ 関係する法令の定め 

（１）労災保険法２９条１項は、政府は、労働者災害補償保険（以下「労災保

険」という。）の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促

進等事業として、同項各号に掲げる事業を行うことができる旨規定し、同項

２号は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害（以下「業務災害等」と
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いう。）を被った労働者（以下「被災労働者」という。）の療養生活の援護、

被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びそ

の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族

の援護を図るために必要な事業を掲げている。 

   そして、労災保険法２９条２項は、前項各号に掲げる事業の実施に関し

て必要な基準は、厚生労働省令で定める旨規定している。 

（２）上記（１）の委任を受けて、労働者災害補償保険法施行規則（昭和３０

年労働省令第２２号。以下「労災保険法施行規則」という。）３２条は、労

災保険法２９条１項２号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保

育援護費、休業補償特別援護金及び長期家族介護者援護金の支給を行うもの

とする旨規定する。 

労災保険法施行規則３３条１項柱書きは、労災就学援護費は、同項１号

から５号までのいずれかに該当する者に対して、支給するものとする旨規定

し、同項２号は、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受

ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維

持していた当該労働者の子（当該労働者の死亡の当時胎児であった子を含

む。）で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であって、当該

在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるものと規定する。また、

同条３項は、同条１項及び２項に定めるもののほか、労災就学援護費の支給

に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める旨規定する。 

３ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。 
（１）Ｂ（以下「本件労働者」という。）は、Ｃ社Ｄに就労していた者である

が、令和２年１０月２２日、停車中の車両内で練炭を用いて死亡した。 
 （精神障害の業務起因性判断のための調査復命書） 

（２）本件労働者の遺族である審査請求人は、令和４年１２月２２日、処分庁

に対し、遺族補償年金の支給の請求をするとともに、審査請求人の子３名

（長男、次男及び三男）に係る本件申請をした。 
  （遺族補償年金支給請求書、労災就学等援護費支給・変更申請書） 

（３）処分庁は、令和６年５月１３日、上記（２）の遺族補償年金の支給の請

求に対して、「本件、労働者・Ｂ様の死亡に係る遺族請求につきましては、

発病前おおむね６か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させることとな

るおそれのある業務による強い心理的負荷があったとは判断できないため、
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労働基準法施行規則別表第１の２第９号に定める「人の生命にかかる事故へ

の遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行

動の障害又はこれに付随する疾病」とは認められないことから、不支給と決

定しました。」との理由を付して、遺族補償年金の不支給決定（以下「本件

遺族補償年金不支給決定」という。）をし、同月１６日付けの通知書を審査

請求人に送付した。 

（労働者災害補償保険年金・一時金給付等不支給決定通知書（遺族補償年金

支給請求に係るもの）） 
（４）処分庁は、令和６年５月１３日、本件申請に対して、備考欄に「遺族補

償年金の請求において業務上の傷病と認められず不支給と決定したため」と

の理由を付して、本件不支給決定をし、同月１６日付けの通知書（以下「本

件通知書」という。）を審査請求人に送付した。なお、本件通知書には、在

学者１として審査請求人の長男、在学者２として審査請求人の次男が記載さ

れていたが、在学者３は空欄であり、審査請求人の三男は記載されていなか

った。 
（本件通知書） 

（５）審査請求人は、令和６年６月１４日付けで、Ｅ労働者災害補償保険審査

官（以下「本件労災保険審査官」という。）に対し、本件遺族補償年金不支

給決定についての審査請求（以下「別件審査請求」という。）をした。 
（労働保険審査請求書（本件遺族補償年金不支給決定に係るもの）） 

（６）審査請求人は、令和６年７月１６日、審査庁に対し、本件不支給決定を

不服として、本件審査請求をした。 
（審査請求書） 

（７）審査請求人は、令和６年１１月２８日付けで、労働保険審査会に対し、

本件遺族補償年金不支給決定についての再審査請求をした。 
（再審査請求書） 

（８）審査庁は、令和７年５月２１日、当審査会に対し、本件審査請求を棄却

すべきであるとして、本件諮問をした。 
（諮問書、諮問説明書） 

４ 審査請求人の主張の要旨 

  業務起因性を否定した処分庁の判断に不服があるため、本件不支給決定の

取消しを求める。 

（審査請求書） 
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第２ 審査庁の諮問に係る判断 

  審査庁の判断は、おおむね以下のとおりであり、審理員の意見もこれと同旨で

ある。 

１ 本件不支給決定は、審査請求人の子に係る本件申請に対して行われたもので

あることから、審査請求人が、「労災就学等援護費支給要綱」（「労災就学援

護費の支給について」（昭和４５年１０月２７日付け基発第７７４号労働省労

働基準局長通達（以下「局長通達」という。））の別添。以下「本件要綱」と

いう。）に定める労災就学援護費の支給対象者と認めることができるか否かを

判断する必要がある。 

２ 本件要綱の３の（１）ロは、支給対象者の要件として、「遺族補償年金受

給権者のうち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた当

該労働者の子（当該労働者の死亡の当時胎児であった子を含む。）で現に在

学者等であるものと生計を同じくしている者であって当該在学者等に係る学

費の支弁が困難であると認められるもの」と規定する。 
このように、労災就学援護費の支給対象者となるためには、遺族補償年金受

給権者と認められる必要があるところ、審査請求人は、遺族補償年金の不支給

決定処分がされているから、労災就学援護費の支給対象者とは認められない。 
３ よって、本件不支給決定は違法又は不当なものとは認められないことから、

本件審査請求には理由がなく、棄却されるべきである。 
４ なお、処分庁は、審査請求人の子３名（長男、次男及び三男）に係る本件

申請に対して、審査請求人の子２名（長男及び次男）に係る本件不支給決定

を行った理由について、審査請求人の三男は、本件労働者の死亡年月日時点

で満５歳の未就学児であり、調査において、審査請求人が「就労のため当該

要保育児を保育所、幼稚園等に預けている者」であると確認できなかったこ

とから、本件通知書において三男の記載を省略し、通知した旨を回答してい

る。 
しかしながら、局長通達の記の２（９）において、「援護費は、年金たる保

険給付の支給事由が発生した時に在学者等がなかったが、その後子供が小学校

に入学する等の事情によって支給申請があれば支給することとする。」と規定

されており、本件申請時（令和４年１２月２２日受付）において、三男は既に

小学校に入学していることが確認できることから（在学証明書）、本件通知書

において三男の記載を省略した点は、妥当ではなく、処分庁は、三男を在学者

として記載した労災就学等援護費不支給決定通知を審査請求人に送付すべきで
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あった。 
第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

（１）本件では、令和６年７月１６日に審査請求が行われているが、本件諮問

（令和７年５月２１日）までに約１０か月の期間が経過している。特に、審

理員意見書の提出（同年３月１７日付け）から本件諮問までに約２か月の期

間を要しており、審査庁においては、手続の迅速化を図ることが求められる。 

（２）審査請求人は、令和６年６月１４日付けで、本件遺族補償年金不支給決

定を不服として、本件労災保険審査官に対し、別件審査請求をした後、同年

１１月２８日付けで、労働保険審査会に対し、本件遺族補償年金不支給決定

についての再審査請求をしている（上記第１の３の（５）及び（７））。こ

の点について、本件諮問に係る審査庁の諮問説明書においては、本件の経緯

として上記の別件審査請求の事実につき記載があったが（諮問説明書第１の

２の（１）のオ）、再審査請求については記載がなく、審査庁は、本件諮問

に際し、別件審査請求及び再審査請求に係る資料を提出しなかった。当審査

会においては、かねて、審査庁に対し、当審査会に諮問をするに当たって、

迅速かつ適正な調査審議の実現のため、関連する申請に対する処分が行われ

ている場合などには、事案の経緯の裏付けとなる資料の添付をするよう要請

してきているところ、労災就学援護費の支給を受けるためには、遺族補償年

金等の支給決定を受けていることが前提になるから（上記第１の２の（２）

及び後記２）、別件審査請求及び再審査請求は、本件審査請求に密接に関連

するものであり、別件審査請求及び再審査請求に関係する資料は、本件諮問

において当然提出すべきものである。そこで、当審査会は、審査庁に対し、

別件審査請求及び再審査請求に係る資料の提出を求めざるを得なかった。 

審査庁においては、当審査会の上記の要請の趣旨を踏まえ、本件のよう

な事案を当審査会に諮問をするに当たっては、必要な関係書類の添付漏れの

防止に十分な配慮が望まれる。 

（３）上記（１）及び（２）で指摘した点以外には、本件審査請求から本件諮

問に至るまでの一連の手続に特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれ

ない。 

２ 本件不支給決定の適法性及び妥当性について 

労災保険は、労働者の業務災害等に対して迅速かつ公正な保護をするため、

必要な保険給付を行い、あわせて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働
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者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図ることにより、

労働者の福祉の増進に寄与することを目的としており（労災保険法１条参

照）、社会復帰促進等事業は、保険給付を補完するものとして制度が設けら

れている。そして、労災就学援護費の支給は、労災保険法２９条１項２号に

規定する「被災労働者」の遺族の援護を図るために必要な事業として行われ

るものである。したがって、労災就学援護費は、上記のような社会復帰促進

等事業の制度の位置づけ及び労災保険法２９条１項２号の規定の文理から、

業務災害等を被ったと判断された「被災労働者」の遺族として保険給付とし

ての遺族補償年金等の支給決定を受けている者でなければ、その支給を受け

られないことになる。労災保険法施行規則３３条１項２号が労災就学援護費

の支給対象者につき遺族補償年金等を受ける権利を有する者と定めているの

は、この趣旨を表したものと解される。 

そうすると、審査請求人は、死亡した本件労働者の遺族であるが、本件労

働者の死亡については、業務災害と認定することができないとして、本件遺

族補償年金不支給決定がされており（上記第１の３の（３））、審査請求人

は、労災保険法施行規則３３条１項２号に規定する遺族補償年金等を受ける

権利を有する者に当たらないから、労災就学援護費の支給対象者に該当する

とはいえない。 

この点に関し、審査請求人は、本件審査請求の理由として、本件労働者の

死亡の業務起因性を否定した本件不支給決定の判断に不服があると主張して

いるところ、遺族補償年金を含む労災保険の保険給付と労災就学援護費を含

む社会復帰促進等事業に係る上記のような制度の構造に照らし、上記の主張

は、遺族補償年金不支給決定についての審査請求の理由としては適切である

が、その支給決定がされていないことから前提を成す要件が欠けるとしてさ

れた労災就学援護費不支給決定（本件不支給決定）についての審査請求に関

するものとしては、結論に影響するものとはいえず、採用することができな

い。 

以上によれば、本件不支給決定に違法又は不当な点は認められない。 

３ 付言 

（１）本件通知書の記載の不足について 

   本件申請は審査請求人の子３名（長男、次男及び三男）に係るものであ

ったのに対し、処分庁は、審査請求人の子２名（長男及び次男）に係る不支

給決定のみを記載した本件通知書を送付した。 
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   この点につき、前記第２の４のとおり、審査庁は、本件通知書において

三男の記載を省略した点は妥当ではなく、処分庁は、三男を在学者として記

載した労災就学等援護費不支給決定通知を審査請求人に送付すべきであった

旨指摘している（審理員意見書も同様の指摘をしている。）。 

労災就学援護費は、在学者等の人数に応じて支給額が決定される性質の

ものである（労災保険法施行規則３３条２項各号）から、処分庁においては、

申請のあった在学者等ごとに支給要件を具備するか否かを検討し、その結果

を審査請求人に通知しなければならない（本件要綱の７の（１）のホは、労

災就学等援護費支給・変更申請書の提出を受けた労働基準監督署長は、その

内容を検討の上、支給・不支給又は変更の決定を行い、その旨を申請をした

者に通知する旨定めている。）。よって、処分庁は、審査請求人の子３名に

係る労災就学等援護費支給・変更申請書の提出を受けたのであるから、三男

が小学校に入学していることが確認できるか否かにかかわらず、３名に係る

不支給決定を行い、その旨を審査請求人に通知すべきであったところ、三男

の記載を欠く本件通知書を送付したことは相当でない。 

   審査庁においては、今後、同様の問題が生じないよう対策を講じるべき

である。 

（２）処分の理由の記載について 

   本件通知書には、「備考欄」に不支給決定の理由として「遺族補償年金

の請求において業務上の傷病と認められず不支給と決定したため」と記載さ

れているが、これだけでは処分の名宛人が不支給決定の理由を正しく理解す

ることは困難であるといわざるを得ない。本件のように、処分庁が、労働者

の遺族からの労災就学援護費の支給申請に対し、申請者が保険給付としての

遺族補償年金の支給決定を受けている被災労働者の遺族には該当しないとし

て不支給決定をする場合には、労災就学援護費の支給要件（申請者が遺族補

償年金の支給決定を受けている被災労働者の遺族であること、すなわち、遺

族補償年金の手続で、労働者の死亡が業務上の事由による死亡と認められる

との判断がされ、遺族補償年金の支給決定がされていることが前提となって

いること）を明示した上で、申請者がこの支給要件に該当しないことを具体

的に示し、申請者が不支給決定の理由を正しく理解することができるように

提示する必要がある。そして、そうすることは、労災就学援護費の不支給決

定を不服とする審査請求の審理手続における争点の明確化につながるととも

に、簡易迅速かつ公正な手続の下で国民の権利利益の救済を図るという行政
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不服審査法（平成２６年法律第６８号）の目的（同法１条１項）にも資する

ことになると考える。 

当審査会は、本件と類似の事案に係る過去の答申（令和３年度答申第２

３号、令和４年度答申第６５号、令和５年度答申第５６号、令和７年度答申

第６号ほか）において、不支給決定の理由提示の在り方について改善する必

要があることを指摘しており、審査庁においては、労災就学援護費の不支給

決定について、適切な理由の記載を徹底することが強く望まれる。 

（３）処分の理由の記載欄について 

   労災就学援護費の支給に係る事務処理を定めた本件要綱は、「労災就学

援護費を変更又は不支給とする場合には、「労災就学等援護費支給変更・不

支給通知書」（様式第２号）に当該決定の理由を付記する、又は、理由を明

記した別紙を添付して通知すること。」と定めている（７の（１）のホの

（ニ））ものの、「労災就学等援護費支給変更・不支給通知書」（様式第２

号）（以下「本件通知書様式」という。）に「理由欄」は設けられていない

し、「当該決定の理由」を本件通知書様式のどこに記載するのかも定めてい

ない。 

そして、本件通知書にも「理由欄」はなく、「備考欄」に「遺族補償年

金の請求において業務上の傷病と認められず不支給と決定したため」と記載

がされている。本件通知書において、上記（２）に述べたように、不支給決

定の理由が十分に提示されていないのは、本件通知書様式に「支給変更・不

支給の理由」欄が設けられていないことにその一因があるとも考えられる。 

当審査会は、累次の答申（令和３年度答申第２３号、同第５９号、令和

６年度答申第５９号、令和７年度答申第６号ほか）において、労災就学援護

費の不支給決定通知書に、その理由が提示されず、又は十分に提示されてい

ないのは、本件通知書様式に「支給変更・不支給の理由」欄が設けられてい

ないことにそもそもの原因があると考えられることから、関連する様式の速

やかな改善が望まれる旨指摘している。 

審査庁においては、本件通知書様式等について、速やかに改善すべきで

ある。 

４ まとめ 

以上によれば、本件不支給決定が違法又は不当であるとはいえず、本件審

査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 



 

9 

 

行政不服審査会 第２部会 
委   員   田   澤   奈 津 子 
委   員   下   井   康   史 
委   員   羽   田   淳   一 


